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市町村地域福祉計画及び市町村社会福祉協議会地域福祉活動計画策定状況 

令和６年４月１日時点    

自治体名 
市町村地域福祉計画 市町村社協地域福祉活動計画 

策定済み 策定予定 策定済み 策定予定 

岡 山 市 ○  ○  

倉 敷 市 ○  ○  

津 山 市 ○  ○  

玉 野 市 ○  ○  

笠 岡 市 ○  ○  

井 原 市 ○  ○  

総 社 市 ○  ○  

高 梁 市   ○  

新 見 市 ○  ○  

備 前 市 ○  ○  

瀬戸内市 ○  ○  

赤 磐 市   ○  

真 庭 市 ○  ○  

美 作 市 ○  ○  

浅 口 市 ○  ○  

和 気 町     

早 島 町 ○  ○  

里 庄 町 ○  ○  

矢 掛 町 ○  ○  

新 庄 村     

鏡 野 町 ○  ○  

勝 央 町     

奈 義 町 ○  ○  

西粟倉村 ○    

久米南町 ○  ○  

美 咲 町 ○  ○  

吉備中央町 ○  ○  

県  計 22 0 23 0 
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（地域福祉の推進） 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する

地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下

「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を

構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健 医療、住まい、就労及び

教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域 社会からの孤立その他の福祉サ

ービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆ る分野の活動に参加する機会が確保さ

れる上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資す

る支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう

特に留意するものとする。 

 

（福祉サービスの提供の原則） 

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、

利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、

かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行い

つつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。 

 

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務） 

第６条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を

目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に

関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備そ

の他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に

当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連

携に配慮するよう努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第百六条の四第二項に規定

する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体

制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければ

ならない。 

 

（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務） 

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの（市

町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがその解

決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える

社会福祉法（抜粋） 
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地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援

の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当

該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。 

一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二第二

項に規定するこども家庭センターが行う同項に規定する支援に係る事業若しくは母子保健法

（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項に規定する事業 

二 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業 

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に

掲げる事業 

四 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号に掲げる事業 

 

（包括的な支援体制の整備） 

第１０６条の３ 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の

実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関

係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資す

る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等

が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域

住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の

整備に関する施策 

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その

他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に

資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲

げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

 

（重層的支援体制整備事業） 

第１０６条の４ 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条

第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業

を行うことができる。 

２ 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基

づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯

に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重

層的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、

利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高

齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定

める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号

に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第５９条第一号に掲げる事業 
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ニ 生活困窮者自立支援法第３条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するもの

に対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問によ

る必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省

令で定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するた

めの支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交

流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を

一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定める

もの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号

に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びそ

の世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する

情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事

業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、

複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、

相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する

事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住

民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成そ

の他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

３ 市町村は、重層的支援体制整備事業（前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同

じ。）を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、

介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センタ

ー、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間

の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。 

４ 市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、

重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に

委託することができる。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
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三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住

民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行う

よう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとす

る。 

 

（都道府県地域福祉支援計画） 

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な

見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項 

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基

盤整備に関する事項 

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の

支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよ

う努めるものとする。 

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評

価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変

更するものとする。 
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岡山県地域福祉支援計画策定委員会委員名簿 

     【任期：令和６年８月８日～令和７年３月３１日】 
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氏 名 所属・役職 備 考 

岡野 茂一 岡山県手をつなぐ育成会 副会長  

小坂田 稔 美作大学 特任教授 委員長 

小野 玲子 総社市 保健福祉部 福祉課長  

川田 一馬 岡山県民生委員児童委員協議会 副会長  

家守  豊 岡山県身体障害者福祉連合会 副会長  

平  一範 美咲町 長寿しあわせ課長  

髙田 守弘 岡山県老人福祉施設協議会 理事  

髙原  淳 岡山県福祉相談センター 所長  

直島 克樹 川崎医療福祉大学 講師  

西村こころ 岡山ＮＰＯセンター 参画推進センター 所長  

春名 正敏 美作市社会福祉協議会 事務局長  

山下 泰三 岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 副部長  

当 初 計 画  平成15年３月策定 計画期間：平成15年度～平成19年度 

改  訂   版  平成20年３月策定 計画期間：平成20年度～平成24年度 

第２次改訂版  平成25年３月策定 計画期間：平成25年度～令和元年度 

第３次改訂版  令和２年３月策定 計画期間：令和２年度～令和６年度 

岡山県地域福祉支援計画のこれまでの策定状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県地域福祉支援計画（第４次改訂版） 
 

岡山県子ども・福祉部地域福祉課 

〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６ 

ＴＥＬ ０８６－２２６－７３１７ 

ＦＡＸ ０８６－２２６－７３３２ 

Ｅ-mail chifuku@pref.okayama.lg.jp 

  

 

 

 

 


